
令和８年度 

 

高安西小学校 PTA総会 

 
【紙面開催】 

 

 

 

PTA総会次第 

 

議案 

【第１号議案】役員候補報告（令和８年度ＰＴＡ総会 

案内 の裏面） 

【第２号議案】令和７年度事業報告・収支決算報告 

【第３号議案】令和８年度事業計画・収支予算案 

 



PTA(学校）行事 福祉委員会としての活動

本部窓口 岡野 平山 古谷 村上 窪井 加藤 西本 野見山 山村

４月

入学式（3日）
第1回役員会（　21日）

こいのぼりチェック（13日）
こいのぼり掲揚（20）

交通安全指導（火曜日）

５月

 
ＰＴＡ委員総会（　2日）
第1回実行委員会（　2日）
ＰＴＡ通常総会 書面開催

こいのぼり撤去（ 11日）
恩智川一斉清掃（11日）
福祉委員会・総会（25日）

体育施設割当表作成・提出
新旧引継（2日）

新旧引継（2日） 新旧引継（2日）
環境整備作業

新旧引継（2日） 新旧引継（2日） 環境整備作業 交通安全指導（火曜日）

６月

　 体育施設割当表作成・提出 交通安全指導（火曜日）

７月

住民懇談会（27日）
納涼祭実行委員会（13日）

体育施設割当表作成・提出 エプロンの補修 交通安全指導（火曜日）

８月

体育施設割当表作成・提出 交通安全指導（火曜日）

９月

　 納涼祭（13日）
納涼祭予備日（14日）
市民スポーツ祭実行委員会（28
日）

体育施設割当表作成・提出 給食試食会日程の打ち合わ
せ

交通安全指導（火曜日）

１０月

第２回実行委員会（1日）
運動会協力（19日）

市民スポーツ祭（12日）
市民スポーツ祭予備日（13日）
敬老祝寿式（26日）

体育施設割当表作成・提出
運動会協力（19日）

運動会協力（19日） 運動会協力（19日）　 運動会協力（19日） 運動会協力（19日） 運動会協力（19日） 地域声かけ運動
交通安全指導（火曜日）

１１月

創立50周年記念式典（30日） 子供もちつき大会・寒中登山実
行委員会(9日)
恩智川清掃（16日）
子供もちつき大会（23日）

体育施設割当表作成・提出 給食試食会 交通安全指導（火曜日）

１２月

第３回実行委員会（　５日） 体育施設割当表作成・提出 エプロンの補修 交通安全指導（火曜日）

１月

寒中登山下見（18日）
寒中登山（25日）

体育施設割当表作成・提出 交通安全指導（火曜日）

２月

体育施設割当表作成・提出 わかば制作 交通安全指導（火曜日）

３月

第４回実行委員会（５日）
新旧引継（５日）
卒業式（18日）

グランドゴルフ大会（29日） 体育施設開放
運営委員会（書面開催）

わかば発刊（9日） 交通安全指導（火曜日）

備考

年間を通じて、地区委員会
（地区長）と連携する

給食試食会開催(2学期) 活動縮小により学年長・副学
年長の選出なし

交通安全指導は、
年間割当計画表を参照

広報部 学級委員会 地区委員会

八尾市立高安西小学校 　令和７年度PTA事業報告書
本部行事

保健体育部 文化部 環境施設部 給食部





PTA(学校）行事 福祉委員会としての活動

本部窓口 古谷 岡野 平山 中井 横山 西田 伊藤 野見山 森田

４月

入学式（3日）
第1回役員会（　28日）

こいのぼりチェック（12日）
こいのぼり掲揚（18日）

交通安全指導（火曜日）

５月

 
ＰＴＡ委員総会（　1日）
第1回実行委員会（　1日）
ＰＴＡ通常総会 書面開催

こいのぼり撤去（  9日）
恩智川一斉清掃（10日）
福祉委員会・総会（24日）

体育施設割当表作成・提出
新旧引継（1日）

新旧引継（1日） 新旧引継（1日） 新旧引継（1日） 新旧引継（1日） 交通安全指導（火曜日）

６月

　 納涼祭実行委員会（21日） 体育施設割当表作成・提出 わかば制作 交通安全指導（火曜日）

７月

住民懇談会（26日） 体育施設割当表作成・提出 エプロンの補修 わかば発刊(　日) エプロンの補修 交通安全指導（火曜日）

８月

体育施設割当表作成・提出 交通安全指導（火曜日）

９月

第２回実行委員会（　　日） 納涼祭（５日）
納涼祭予備日（６日）
市民スポーツ祭実行委員会（27
日）

体育施設割当表作成・提出 給食試食会日程の打ち合わ
せ

交通安全指導（火曜日）

１０月

運動会協力（18日） 市民スポーツ祭（11日）
市民スポーツ祭予備日（12日）
敬老祝寿式（25日）

体育施設割当表作成・提出
運動会協力（18日）

運動会協力（18日） 運動会協力（18日） 運動会協力（18日）
給食試食会

運動会協力（18日） 運動会協力（18日） 交通安全指導（火曜日）

１１月

学校評議会（　　日）
第３回実行委員会（　　日）

子供もちつき大会・寒中登山実
行委員会(8日)
恩智川清掃（15日）
子供もちつき大会（29日）

体育施設割当表作成・提出 PTA文化教室 交通安全指導（火曜日）

１２月

体育施設割当表作成・提出 エプロンの補修 交通安全指導（火曜日）

１月

寒中登山下見（17日）
寒中登山（24日）

体育施設割当表作成・提出 交通安全指導（火曜日）

２月

第4回実行委員会（　　日）
新旧引継（　　日）

体育施設割当表作成・提出 わかば制作 交通安全指導（火曜日）

３月

卒業式（18日） グランドゴルフ大会（28日） 体育施設開放
運営委員会（書面開催）

わかば発刊（　　日） 交通安全指導（火曜日）

備考

年間を通じて、地区委員会
（地区長）と連携する

給食試食会開催(2学期) 活動縮小により学年長・副学
年長の選出なし

交通安全指導は、
年間割当計画表を参照

広報部 学級委員会 地区委員会

八尾市立高安西小学校 　令和8年度PTA事業計画書
本部行事

保健体育部 文化部 環境施設部 給食部



予算

1,356,000 

- 

384,083 

1,740,083 

予算額

30,000 

運 40,000 

　 70,000 

10,000 

営 15,000 

16,500 

45,700 

費 3,000 

5,000 

235,200 

文 化 部 10,000 

10,000 

活 130,000 

広 報 部 60,000 

動 給 食 部 40,000 

保 健 体 育部 20,000 

費 50,000     

187,000 

78,900 

30,000 

615,900 

21,000 

97,000 

教 33,000 

10,000 

育 78,900 

　 30,000 

振 67,000 

　 10,000 

興 10,000 

80,000 

費 40,000 

30,000 

506,900 

382,083 

1,740,083 

会                    費 会費年額（2,400円）・児童(５26人) 職員(39人)

令 和 8 年 度  　　　 予　算　　書   
　　　　　　　　八尾市立高安西小学校PTA　　

　　　　[収入の部]

項    　　 　         目

雑  収 入  （利息等）

前 年 度  繰  越  金

合                    計

　　　　　[支出の部]

項　　            　　　目 備　　　考

需　 　用　 　費 　　行事諸費用、集会所使用料、事務消耗品

渉　 　外　 　費 　　市ＰＴＡ関係、納涼祭出店料他

印　 　刷     費 　　印刷機インク・マスター、再生紙

研　 　修　 　費 　　各種研修会講師謝礼、日本教育会会費

慶 　  弔 　　費 　　香典、祝い　　　　

負　　担　　金 　　PTA協議会分担金

P　T　A　保　険 　　PTA安全会加入金

交　 　通　 　費 　　登山・会議用交通費

通　 　信　 　費 　　郵送費

                 （小　　                     計）　　

文化活動 補助費 　　文化活動講師謝礼、材料費他

環 境 施 設 部
登 下 校 安 全 費 　　安全啓発用品他

設 備 ・ 備 品 費 　　カーテンクリーニング、環境整備用品他

印 刷 費 　　印刷機インク・マスター、再生紙

給 食 関 係 費 　　特別献立補助、給食消耗品他

体育振興費 雑費 　　PTAクラブ活動費

祝品記念品費

入 学 式 　　入学贈答品

卒 業 式 　　証書ホルダー、英和・和英辞典

運 動 会 　　運動会参加賞

特 別 行 事 積 立 金 　　周年行事特別積立

                 （小　　                             計）　　

学 校 行 事 費

入 学 式 　　入学式用品、来賓饅頭他

卒 業 式 　　お祝製作、生花、来賓お茶・饅頭、証書記入謝礼他

運 動 会 　　来賓お茶、運動会用品他

校 外 活 動 費 　　会議費、交通費、保健衛生用品他

児 童 会 活 動 費 　　児童会文具用品、委員会活動費他

雑 費 　　各行事用品他

生 徒 指 導 補 助 　　パトロール用品、生徒指導消耗品他

施 設・設 備 費 　　教室用品、保健室用品、保健衛生費他

修 理 費 　　運動具、事務機器修理他

合　　　　　                   　　　　　計

雑 費 　　各事業消耗品他

                 （小　　　　　　　　　　計）　　

予　　　　　　　　備　　　　　　　　費

教 育 奨 励 費

図 書 費 　　掲示ニュース、図書消耗品他

研 究 費 補 助 　　講師交通費、研修資料他



 

高 安 西 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 会 則 

 

第 1章 総則 
第１条 名称  

この会は八尾市立高安西小学校ＰＴＡと称する。 

 

第２条 事務所  

この会は事務所を大阪府八尾市高安町北４丁目 15番地八尾市立高安西小学校内におく。 

 

第３条 目的  

この会は父母および保護者と学校教職員とが協力して家庭と学校と社会における児童の幸福な成長をはかることを目的とする。 

 

第４条 事業  

この会は前条の目的を達成するための次の事業を行う。 

（1）家庭教育、社会教育、学校教育についての学習と実践 

（2）保護者と教職員との対話と会員相互の親睦及び社会連帯意識の高揚に関する事業 

（3）教育環境の充実と強化に関する研究と建議 

（4）人権尊重の視点に立った教育と生活の推進を図るための研修 

（5）高安西子供会育成会との提携 

（6）前各号の他適当と認められる活動 

 

第５条 運営と原則 

１ この会は社会教育関係団体である本質にかんがみ、特定の個人、宗教、または法人その他の団体の利益を目的として、その事業を

行ってはならない。 

２ 学校の人事、および管理に干渉してはならない。 

３ この会は、これを特定の政党のために利用してはならない。 

４ この会の運営は自主的に行うものであって、他より干渉をうけない。 

５ 学校と家庭との密接な連携を通して、会員相互の理解と信頼を構築し、民主的な教育の推進と運営を行う。 

 

第２章 会員および会費 
第６条 会員  

この会の会員は次のとおりとする。 

（1）八尾市立高安西小学校に在籍する児童の保護者 

（2）八尾市立高安西小学校の校長および教職員 

（3）この会の趣旨に賛同し、実行委員会の入会承認を得た者 

 

第７条 会員の権利  

会員の権利は次のとおりとする。 

（1）総会において、各１個の表決権を有する。 

（2）役員および委員に選任される資格を有する。 

 

第８条 会員の入会等 

この会に入会できる者は第６条の規定に該当する事由が発生したとき入会し、また同条の規定に該当しない事由が発生した翌日から退

会したものとする。 

 

 

第９条 会費 

会員は次のとおり会費を納入するものとする。 

（1）会費の額 児童一人につき 200円（月額） 

（2）納入時期 毎月７日まで 

 

第 10条 搬出金の不返還 

既納の会費、その他搬出金品は如何なる場合でも返還しないものとする。 

 

第３章 役員 
第 11条 種別 

１ この会に次の役員を置く。 

（1）会長   １名 

（2）副会長  ２名 

（3）書記   ２名 

（4）会計   ２名 

（5）会計監事 ２名 

２ 役員は兼任することができない。 

３ 役員は再選することができる。 

 

第 12条 役員の選出 

１ 前条の役員は総会において選任する 

２ 前項の選任については別に規定を設けるものとする。 



 

第 13条 役員の任期 

１ 役員の任期は、毎年４月１日より翌年３月 31日までの１ヶ年とする。 

２ もし期間中に欠員が生じたときは、補充選任を行うことができる。 

３ この場合の選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

第 14条 役員の任務 

１ 役員の任務は次のとおりとする。 

（1）会長はこの会を代表し、会務を統括する。 

（2）副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職務を代行する。 

（3）書記は、すべての会議に出席し会議の状況ならびに結果を記録し、保管するものとする。 

（4）会計は、会計事務を処理し、会計簿その他証拠書類を保管し、会計監事の監査を受けるものとする。 

（5）会計監事は毎年８月、12月、翌年の３月の各月に会計監査を行い、その結果をその年 度末の総会において監査報告をなすものと

する。 

（6）会長は実行委員会の承認を得て顧問を置くことができる。 

２ 役員会、実行委員会その他の会合に出席し意見を述べることができる。 

 

第 15条 解任 

役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により解任することができる。 

 

 

第４章 会議 
第 16条 種別 

会議は総会および実行委員会とし、総会を通常総会と臨時総会に分ける。 

 

第 17条 構成 

１ 総会は会員を持って構成する。 

２ 実行委員会は第 11条の役員全員と同校の校長、教頭ならびに実行委員の全員をもって構成する。 

 

第 18条 権能 

１ 総会はこの会則に規定するものの他次の事項を議決する。 

（1）収支予算及び事業計画の決定 

（2）収支決算および事業報告の承認 

（3）役員の選任ならびに解任 

（4）その他この会の運営に関する重要な事項 

２ 実行委員会はこの会則に規定するもの他次の事項を議決する。 

（1）総会の議決した事項の執行に関すること 

（2）総会に付議すべき事項 

（3）その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること 

（4）諸規定の制定および廃止、改正をすること 

 

第 19条 招集 

総会は次の場合に会長が招集する。 

（1）通常総会は、５月に開催する。  

（2）臨時総会は、実行委員会が必要と認めたとき、または、全会員の４分の１以上の書面による要求があり、かつ会議の目的が明確な

場合。 

（3）実行委員会は、毎月１回開催することを原則とし、会長が招集する。 

（4）会議を招集するには、その構成員に対して、文書をもって通知する。 

 

第 20条 議長  

総会及び実行委員会の議長は副会長がこれに当たる。 

 

第 21条 定足数 

１ 総会は構成員の３分の１以上の出席がなければ成立しない。ただし、やむを得ない事由により出席できない会員は、他の会員又は

会長を代理人として委任状を提出し、決議権を行使することができる。この場合出席したものとみなす。 

２ 実行委員会は、過半数以上の出席がないと成立しない。 

 

第 22条 議決 

会議の議決は、この会則に別に定める場合をのぞき出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長が決定する。 

 

第 23条 議事録 

会議の議事については、議事録を作成しなければならない。 

 

 

第５章 資産及び会計 
第 24条 資産の構成 

この会の資産はつぎの各号をもって構成する。 

（1）会費 

（2）寄付金品 

（3）資産から生ずる収入 



 

（4）事業に伴う収入 

（5）その他の収入 

 

第 25条 経費の支弁 

この会の事業支出および、経費は資産をもって支弁する。 

 

第 26条 会計年度 

この会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月 31日に終わる。 

 

 

第６章 実行委員会 
第 27条 委員 

この会の実行委員会は、地区選出と、学年選出と、職員より選出の委員とし、その選出は次のとおりとする。 

（1）別表地区割一覧表による地区ごとにおいて、各地区から１人を選出する。 

（2）１学年より６学年までの学級委員より１人を選出する。 

（3）職員より選出する委員は校長の指名により２名を選出する。 

 

第 28条 委員の選出の時期 

実行委員の選任は遅くとも、毎年４月中に行うものとする。ただし、地区選任の委員については、毎年２月５日までに予選を行うもの

とする。この予選により選出された委員は４月１日から実行委員に就任し、かつ第 34条による指名委員を兼任するものとする。 

 

第 29条 委員会 

１ 実行委員会はこの会則に定められた事項、および規定以外の重要な問題が起きたときの解決方法などを審議するものとする。 

２ 実行委員会の開催は毎月１回を原則とするも、校長もしくは、構成員の３分の１の同 意がある場合は回数にかかわらず開催するの

もとする。 

３ 実行委員会の会場へは構成員と特に出席を求められた者、または出席を許可された者以外は、出席することができない。 

４ 実行委員会は、別表地区割一覧表を毎年調整しなくてはならない。 

 

 

第７章 各種委員会 
第 30条 委員会 

１ この会には、次の委員会を置く。 

（1）学級委員会 

（2）地区委員会 

（3）特別委員会 

２ これらの委員会は、その委員会の特殊性を生かし、当面する諸問題を討議し、かつ実践するものとする。 

 

第 31条 学級委員会 

１ 学級委員会は各学級より選出された２人宛の学級委員が各学年に合同して構成し、  互選によって学年委員長１名、副学年委員

長２名を選出する。この学年委員長 6 名の中から、代表 1 名を選出し、これを学級委員長とする。この学級委員長が、実行委員に選

任するものとする。 

２ この委員会は各学年に委員長がこれを召集し、主宰するものとする。 

３ この委員会はそれぞれ所属する学級または学年の事項を討議し、担任教員と父母（保護者）との連携を強化し、信頼のもとに学級

ＰＴＡの中核として活動する。 

４ 副学年委員長は各部に所属する。 

 

第 32条 地区委員 

１ 地区委員会は、別紙地区割一覧表による地区ごとに選出された委員で構成する。 

２ この委員会は互選により正副委員長を選出する。 

３ この正委員長は実行委員会の構成員となり、実行委員会に出席するものとする。 

４ この委員会は地区会員との連携を密にし、地区内の諸問題を討議し、一般地区住民との対話のもとに児童の生活環境（家庭を含む）

の改善と保護に積極的に努める。 

 

第 33条 特別委員会  

特別委員会は必要に応じ実行委員会の決定により設置することができる。 

 

 

第８章 指名委員会 
第 34条 委員  

１ 指名委員会の委員は第 27条の規定によって、地区より選出された実行委員と学年毎に選出された者をもって、これにあてる。 

２ 各学年に選出された者より２名、実行委員より２名、学校代表１名、ＰＴＡ役員代表の計６名で委員会を構成する。 

３ 指名委員長には、顧問又は、会長をこれにあてる。 

４ この委員の任期は次期役員選任の総会終了の時までとする。 

５ 委員長は委員会を招集し、主宰する。 

 

第 35条 権能 

この委員会は次期役員候補を選ぶものとする。 

被指名者の同意を得て総会に報告し次期役員の選任を行うものとする。 



 

 

第９章 部会 
第 36条 部会 

１ この会には次の部会を置く。 

 

                    

（1）文化部 

（2）環境施設部 

（3）広報部 

（4）給食部 

（5）保健体育部 

２ 部会は会員と実行委員、学級委員をもって組織し、部会活動および学習について企画し、実践するものとする。 

３ 部会には部長１名、副部長２名を選任し、部長は実行委員の１名をもってこれにあてる。 

４ 部会はその活動と学習を通じて会員相互の理解を深めるよう努力しなければならない。 

 

第 37条 文化部 

文化部は会員の教養と娯楽に関する部門を担当する。 

 

第 38条 環境施設部 

環境施設部は、特に児童生徒の登校・下校および学校内、または放課後等の生活環境に関する部門を担当する。 

 

第 39条 広報部 

広報部は、会員及び児童生徒、その他ＰＴＡ等の活動状況、または作文等の情報の交換および会員に対するＰＲの部門を担当する。 

 

第 40条 給食部 

給食部は、児童生徒の給食に関し研究し、学校に対して協力する。 

 

第 41条 保健体育部 

保健体育部は、会員、児童生徒の健康促進に関する部門を担当し、かつ体育大会その他保健衛生に関する学校行事に協力する。 

 

第 10章 役員会 

第 42条 役員会 

会長は第 11条の役員と校長、教頭の他のものをもって役員会を構成することができる。この場合会長が招集し、会を主宰する。 

 

第 11章 会則の変更及び解散 

第 43条 会則の変更 

この会則は総会において、出席会員の４分の３以上の同意を得て変更することができる。 

 

第 44条 解散 

この会は法律によって解散命令があったとき、または全会員の５分の４以上の同意があったときに解散する。 

 

 

＊ この会則は、昭和 51年 6月 10日より施行する。 

＊ 平成 16年 3月 31日 一部改正。 

＊ 平成 20年 5月 13日 一部改正。 

                    

 

 

役員選出規定 
 

この規定は会則第 11条の役員を選出する事務手続きを明確にするためにもうける。選出事務の執行は指名委員会がこれに当たる。 

 

１  全会員中より、10月の PTA実行委員会終了後、2週間の期間を定めて役員立候補者を募る。 

２  指名委員会において会員中より本人の了解を得て推薦候補者を定める。 

３  指名委員会による推薦候補者と立候補者の中より総会に出席した会員の無記名投票に 

    より役員を決定する。 

４  役員候補者が定足数以内の場合は無投票により決定する。 

 

附則 

１ 役員の選出は原則として上記の通り行うが、実施に当たって疑義の生じた場合は実行  委員会で審議して決定する。 

２ 立候補者が定足数に満たない場合は、指名委員会と PTA 実行委員会の構成員が、会員中より本人の了承を得て推薦候補者を推薦す

ることができる。 

３ この規定の改正もしくは追加の手続きは実行委員会において決定する。 

＊ 平成 20年 10月 15日 一部改正。 


